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質問 

マンション管理業者が理事長に代わってマンションの隣地境界線の確認立会いを求め

られた場合、マンション管理業者の対応範囲はどこまでですか。 

（相談概要） 

マンションに接する隣地の山林（国有地）が売却されることとなったため、管理組合

は境界線の確認立会いを求められました。しかし、理事長は多忙であり立会えないこ

とから、マンション管理業者に立会いをするよう求めています。そもそもマンション

管理業者は境界線確認に立会うべきでしょうか。また、境界線の確定によりマンショ

ンの敷地に変更が生じるおそれがある場合、管理組合ではどのような手続きをしてお

くべきでしょうか。総会決議で可能ですか。 

 

  回答 

境界線が確定しても、分譲時に分譲会社から購入者に交付された重要事項説明書に記

載されている敷地の登記簿面積・実測面積・地目等と相違が無い場合は、管理組合理

事長の委任を受け、マンション管理業者が確認立会いすることは問題ないと思われます。

しかし、境界線が曖昧でマンションの敷地が分譲時の面積より増減がある等の場合に

は、組合員全員の承諾が必要と考えられるため、境界線の確認は保留し、説明会を開

催し、その後に組合員全員から承認書を取得すべきでしょう。 
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